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産婦人科特別枠の配置基本パターン

※ 産婦人科を専攻しなかった場合は、在職期間は 12 年間となり、うち９年間は一般枠の配置

基本パターンに準じることとし、10 年目から 12 年目のうち２年間は、「沿岸部又は県北部の
公的基幹病院又はその他公的医療機関」にて勤務していただきます。

※ 上記は令和６年度時点のものであり、公的基幹病院とそ
の他の医療機関の区分については、毎年、臨床研修病院、
周産期母子医療センターの指定状況に応じて見直しを行い
ます。

【凡例】
・公的基幹病院
◆◇県立病院

・その他医療機関
□県立病院

（いずれも白抜きは沿岸部等）

③地域周産期母子
医療センター勤務
（２年）

④地域周産期母子
医療センター勤務
（２年）

自身の医師としてのキャリア形
成を図るため研修等の期間の債
務履行猶予（６年以内）

義務終了後の県内勤務を見据
え、養成医師の希望を踏まえ配
置

専門研修・大学院等

７年間のうち２年間は沿
岸部等に勤務

専門研修・大学院等

①臨床研修
（２年）

従事期間

（９年）

※原則として県内の産科プログラムを有する
臨床研修病院で実施

専門研修
（６年
以内）

期 間
（15 年
以内）

②地域周産期母子

医療センター勤務

（３年）

公的基幹病院に勤務しながら
専門医研修

＜地域周産期母子医療センターの具体例＞

◆中央病院 ◆中部病院 ◆胆沢病院 ◆磐井病院

◇大船渡病院 □釜石病院（協力病院） ◇宮古病院

◇久慈病院 ◇二戸病院

公的基幹病院に勤務しながら
専門医研修


